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令和３年度定期監査（工事）の結果について 

 

 

地方自治法第１９９条第 1項及び第４項の規定に基づき、定期監査（工事）

を実施し、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を決定したので、

別紙のとおり提出します。 

なお、この監査結果に基づき、又はこの監査結果を参考として措置を講じた

ときは、同条第１４項の規定により通知願います。 
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令和３年度定期監査(工事)報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項

の規定による監査 

 

２ 監査の対象 

（仮称）南平体育館建設工事 

 

３ 監査の対象部課 

産業スポーツ部 文化スポーツ課（施設所管課） 

総務部 建築営繕課（工事所管課） 

   総務部 総務課（契約所管課） 

 

４ 監査の期間 

    令和３年４月１日～令和３年８月１６日 

 

５ 実地調査日 

    令和３年５月１７日 

 

６ 監査の着眼点及び実施内容 

この監査は、契約事務、工事の設計及び施工等が法令に準拠し、適正か 

つ効率的に執行されているかどうかを主眼として、主管部課等から関係資  

料の提出と説明を求め、書類審査、質問調査及び現場調査等、通常実施す

べき監査手続きにより実施した。 

   なお、工事に係る技術調査については、「公益社団法人日本技術士会」と 

業務委託契約を締結し、協力を得て実施した。 

本監査は、日野市監査基準に準拠し実施した。 
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第２ 工事の概要等 

 １ 工事名 

（仮称）南平体育館建設工事 

 ２ 工事場所 

    日野市南平四丁目２３番地の１ 

 ３ 工事の期間 

令和２年６月４日～令和３年１２月２８日 

４ 建設工事・契約金額 

(1) 建築工事 

    工事の施工 大日本・桜建設共同企業体 

契 約 金 額 1,995,830,100円 

(2) 電気設備工事 

 工事の施工 大栄・藤和建設共同企業体 

 契 約 金 額 377,812,425円 

(3) 換気空気調和設備工事 

 工事の施工 太平・秋間建設共同企業体 

 契 約 金 額 303,380,000円 

(4) 給排水衛生設備工事 

 工事の施工 有限会社 山田設備 

 契 約 金 額 108,570,000円 

(5) 太陽光発電設備工事 

    工事の施工 株式会社 明光電設 

    契 約 金 額 46,068,000円 

５ 工事監理業務委託・契約金額 

工事監理 株式会社 松田平田設計 

契約金額 28,655,000円 

６ 設計業務委託・契約金額 

設計業務 株式会社 松田平田設計 

契約金額 76,433,501円 

７  工事の進捗率（令和３年４月末現在） 

(1) 建築工事 ３６.７％ 

(2) 電気設備工事 １７.５％ 

(3) 換気空気調和設備工事 １３.０％ 

(4) 給排水衛生設備工事 ２０.０％ 

(5) 太陽光発電設備工事 ０％ 

８ 工事概要 

敷地面積： 6,728.067 ㎡ 
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建築面積： 3,651.187 ㎡ 

     延床面積： 5,021.348 ㎡   

構  造： 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造  

基礎：直接基礎 一部ラップルコンクリート使用       

規  模： 地上 2階建て 

施設概要： １階：アリーナ、控室、多目的ルーム１・２、ラウンジ 

１～３、キッズコーナー、授乳室、便所、多目的便所、ロ    

ッカー室、事務室、器具庫、備蓄倉庫、消火ポンプ室、自 

販機コーナー、デッキ、機械室、風除室など 

２階：弓道場、トレーニングルーム、多目的ルーム３、 

ラウンジ４、便所、多目的便所、器具庫、自販機コーナー、 

デッキ、機械置場など 

屋根： ソーラーパネル（太陽光発電用）、非常用発電機 

 

第３ 監査結果 

監査対象工事については、概ね適正かつ効率的に執行されていると認め  

られた。 

なお、技術的観点を踏まえた所見は、以下に述べるとおりであるが、２ 

の（6）に記載した事項については、今後の工事執行等の際に検討されるよ

う要望する。 

 

 １ 総合所見 

   平成２７年に策定された日野市スポーツ推進計画における市民自らスポ

ーツを楽しむことができるコミュニティの形成と共に、全ての市民が運動

やスポーツに主体的に取り組むことができる環境作りという基本理念のも

とに平成２８年には南平体育館建替え基本計画の素案が作成され、計画に

対するパブリックコメントや市民説明会、スポーツ及び福祉団体等の関係

団体へのヒアリング等、広く市民の意見を伺う時間が持たれた。 

   また、防災拠点としての耐震安全性も確保され、利用者である地域住民、

市民の要望が反映された計画となっている。 

   本工事は、安定した品質と機能を得るために妥当な価格で実施に移され、

工期についても、屋根部分に大スパンの鉄骨架構が配されており、仮設計

画を含め難易度の高い施工計画が要求されることから、余裕は少ないもの

の、妥当な工期であると判断する。 

   工事は、マスター行程に沿っており、施工計画、各種施工要領に準じ、

順調に進められていた。 
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 ２ 個別所見 

(1) 計 画 

（仮称）南平体育館は、市の北部に位置する日野市市民の森ふれあい

ホールとともに二大スポーツ拠点としての役割を担うものであり、また、 

「交流」、「健康」、「防災」の視点から施設計画が進められている。 

(2) 設 計 

① 建築設計 

（仮称）南平体育館に設ける諸室は、第 2の 8「工事概要」に記載し 

たとおりである。 

② 構造設計 

     地上 2階建て鉄筋コンクリート造の耐力壁付きラーメン構造で屋根

は鉄骨造となっている。 

     耐震安全性については、官庁施設の総合耐震判定基準の耐震安全性

分類のⅡ類（耐震等級の割増率 1.25）が採用され、構造設計ルートは

保有耐力算定による建物の耐震安全性を確認する方法が採用され、構

造設計における適合性判定審査を受けている。 

     基礎は、安定した支持能力を持った玉石混じりの砂礫層に直接基礎

により支持されている。 

(3) 積 算 

実施設計時の見積書については、東京都の基準単価等を利用している 

ことから、積算プロセスはルールに則り行われていると判断することが 

でき、また、工事費の㎡当たりの単価は、他の同様な用途の建物の価格 

と比較してもほぼ平均的であり、妥当な価格であると評価することがで 

きる。 

(4) 入札・契約 

実施設計については、プロポーザル方式による審査が行われたうえ業 

者が選定され、工事監理については随意契約により設計業者と同一の業 

者に決定されている。 

工事監理を実施設計と同一の業者に決定したことで、設計主旨、設計 

情報の共有がスムーズに行われ、設計で要求される性能、品質を施工品 

質に反映させる監視役として、中立性を確保させつつ、合理的な手段を 

採用していると判断することができる。 

施工業者の選定については、JV方式による制限付き一般競争入札又は 

制限付き一般競争入札により行われ、入札参加業者の資格要件の確認は 

規則に準じて行われており、各種工事に対する選定プロセスは規定に準 

じて行われ、その過程は明確であり、特に問題となるところはないと判 

断する。 



- 5 - 

(5) 施  工 

工期は、マスター工程表（契約時の基本工程表）に沿って順調に進 

められており、特に工期に影響の出る問題は発生していなかった。 

定例会議は毎週水曜日に、総合定例は隔週水曜日に開催され、これ 

らの会議の議事録に必要記載事項の漏れはなかった。 

定例会議に利用される週間工程表、月間工程表には各工事の現場代理 

人あるいは監理技術者、工事監理者の押印又はサインが規定に沿って 

行われていた。 

各種施工要領書に関しては、コンクリート工事施工計画書について 

は JASS５（建築工事標準仕様書解説・鉄筋コンクリート工事）に、鉄 

骨工事については JASS６（建築工事標準仕様書 JASS６鉄骨工事）にそ 

れぞれ準じている。 

専門職技能員の新規入場者教育については、現場において所長の重 

要事項説明及びビデオ等を利用した安全教育が実施されており、作業 

所における所長の重点管理目標として『ヒューマンエラー防止のため 

の私の「安全宣言」運動』が展開されており、こうした現場の健全な 

運営、安定した施工品質の確保のための目標を掲げることは、現場で 

働く技能員の意識の向上に大きな効果を発揮しているものと考える。 

(6) その他 

①  シックハウス対策等について 

アリーナを除く全居室を対象に、有害化学物質の調査を行い、規定 

値以下の含有率であることを確認するとともに、什器、備品等につ 

いては、納品書に☆☆☆☆マーク（国土交通省告示や JIS等により、 

ホルムアルデヒドの発散速度が極めて低い材料であることを示すマ 

ーク）が記載されていることを確認されたい。 

②  地球環境に配慮した技術の採用 

省エネ対策としてクールヒートチューブの技術（地中にダクトを埋 

設し、外気を通すことで地中と熱交換する工法）により地中内部の定 

常温度を空調に利用し、省エネに役立てようという技術が採用されて 

いるが、その効果については、換気空気調和設備稼働時に、数値的分 

析を行い、効果の確認をしておく必要がある。また、クールチューブ 

内のカビ／細菌の発生を防ぐなどメンテナンスを確実に行う必要が 

ある。多摩産の木材を仕上げ材等に利用しており、地場産材を積極的 

に利用していくことは、現在の日本において植林された森林の多くが 

50年以上経過し、光合成の能力も低下してきていると評されている 

ことから、森林の再生効果も含め大きな意義があると判断することが 

できる。 
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③  アリーナの 2重床施工に関して 

アリーナの 2重床（鋼製床組）の施工に関しては、床鳴り（きしみ 

音）について特に注意をしていただきたい。専門業者の経験で床鳴り  

（きしみ音）が発生しないように調整されるが、工事監理者、アリー 

ナ利用者等の立会確認も行うようにされたい。 

④  設計業務委託における成果図書の提出について 

設計業務が終了し、最終成果図書を納品する際の設計図書は、A1,A3 

サイズの製本提出が指示されていたが、最終成果図書としては、CAD 

データ、PDFデータの提出も求められていることから、利用の可能性 

の少ない A1サイズの製本提出の必要性について検討してもよい時期 

になってきているものと考える。 

もし提出を必要とするのであれば、現地の事務所に、施設管理のた 

めに保存するといった方法も有効と考える。 

      

 

むすび 

 監査時点における書類審査及び現場調査の結果は概ね良好である。工事に関

しても適正に管理運営がなされており、施工は予定どおり進捗している。 

今後も工期を残していることから、引き続き安全管理に十分配慮され、市民

サービスに影響のないよう品質の良い施工を計画どおりに行い、市民が安心し

て安全にスポーツを楽しむことのできる（仮称）南平体育館を完成させること

を要望する。 


